
美里町建設工事低入札価格調査実施要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、町が発注する建設工事の契約の締結に当たり、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の１０

第１項（政令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づ

き契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合に

おける落札者の決定に関し必要な手続を定めるものとする。  

（対象工事）  

第２条 低入札価格調査の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、予

定価格が３，０００万円以上の競争入札（総合評価落札方式）に付した建設工

事で、町長が特に必要と認める工事とする。  

（調査基準価格の設定）  

第３条 建設工事に調査基準価格を設ける場合は、対象工事の予定価格（消費税

及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）算出の基礎となった次に掲げる額

の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た

額を超える場合にあっては１０分の９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１

０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７．５を乗じ

て得た額とする。  

（１）直接工事費に１０分の９．７を乗じて得た額  

（２）共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額  

（３）現場管理費に１０分の９を乗じて得た額  

（４）一般管理費に１０分の６．８を乗じて得た額  

２ 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を

対象工事の予定価格に１０分の７．５から１０分の９．２までの割合を乗じて

得た額の範囲内で定めることができるものとする。  

（端数処理）  

第４条 前３条の規定により算定した調査基準価格に１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。  

（入札参加者への周知）  

第５条 調査基準価格を設けた入札を行うときは、入札の公告又は入札の通知

書に次に掲げる事項を記載しなければならない。  

（１）調査基準価格を設けていること。  

（２）低価格入札が行われた場合の入札終了後の方法及び結果の通知方法  

（３）低価格入札者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者にならな

い場合があること。  



（４）調査対象となった場合は、当該入札価格に係る内訳書又は見積書を直ち

に提示しなければならないこと。また、事後の事情聴取及び調査に協力す

ること。  

（５）調査に関する書類及び判断結果は、原則として公開又は公表されること。 

（入札の執行）  

第６条 開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行

者は入札者全員に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて

開札を終了する。ただし、この場合において、設計額及び予定価格は、契約の

相手方が決定するまで公表しないものとする。  

（調査方法）  

第７条 入札執行者は、入札価格が調査基準価格を下回ったとき、当該入札によ

って契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調

査するため、工事担当課長等にその旨を報告し、入札調書の写し及び入札参加

者から提出された工事費内訳書を提供して調査の実施を依頼する。  

（調査の実施）  

第８条 工事担当課長等は、前条に規定する依頼を受けたときは、速やかに低入

札価格調査を実施するものとする。  

２ 前項に規定する調査は、低入札価格で契約内容に適合した履行がなされる

かどうかを判断するため、次に掲げる事項について、入札価格説明書（様式第

１）及び必要な書類の提出を求め、当該低価格入札者から事情聴取等の調査を

行うものとする。  

（１）入札価格積算の根拠に関する事項  

（２）施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項  

（３）施工実績等に関する事項  

（４）信用状況  

（５）その他調査において求められた事項  

３ 工事担当課長等は、前項の調査を行った場合は、調査報告書（様式第２）を

作成するものとする。  

（調査結果の報告）  

第９条 前条の規程による調査結果の報告は、調査報告書その他必要な資料を

添えて、入札執行者へ報告する。  

（落札者の決定等）  

第１０条 入札執行者は、前条の規定により調査の結果、低価格入札者との契約

を適当である旨の決定をしたときは、当該低価格入札者に対して入札結果通

知書（様式第３）を通知するとともに、その他の入札者に対し入札結果通知書



（様式第４）を通知するものとする。  

２ 入札執行者は、前条の規定により低価格入札者との契約を不適当である旨

の決定をしたときは、入札結果通知書（様式第５）を通知するとともに、次に

定める方法により手続を進めることとする。  

（１）他に低価格入札者がいる場合  

  前条の規定により不適当とされたものを除く低価格入札者のうち最低で入

札した者に対して第８条の規定による手続を行う。  

（２）他に低価格入札者がいない場合  

  前条の規定により不適当とされたものを除く入札者で、予定価格の範囲内

の価格で入札した者のうち、最低で入札した者を落札者とする。  

（誓約書の提出）  

第１１条 低価格入札者を落札者とする場合は、当該低価格入札者から契約の

内容に適合した履行を確約する旨の誓約書（様式第６）を提出させるものとす

る。  

（失格基準価格）  

第１２条 入札執行者は、調査基準価格を設けたときは、低入札価格調査を実施

することなく失格とする基準となる価格（以下「失格基準価格」という。）を

設けるものとし、失格基準価格は、調査基準価格に１０分の９．５を乗じて得

た額とする。ただし、町長が特に失格基準価格を設けることが適当でないと認

めた場合は、失格基準価格を設けないことができる。  

２ 低価格入札者の入札価格が失格基準価格に満たない場合は、低入札価格調

査は実施せず、当該入札者は失格とする。  

（補則）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、調査基準価格を設けることに関し必

要な事項は、町長が別に定める。  

   附 則  

この告示は、平成３０年４月１日から施行し、同日以後に競争入札（総合評価

落札方式）を行う建設工事から適用する。  

附 則  

 この告示は、令和元年６月３日から施行する。  

附 則  

 この告示は、令和４年６月１日から施行する。  

   附 則  

 この告示は、令和７年１０月１日から施行する。  

 



様式第１（第８条関係）  

 

入札価格説明書  

 

                           年  月  日  

 

 

 美里町長       殿  

 

 

                 所在地  

                 名 称  

                 代表者  

 

１ 工 事 名  

２ 工 事 場 所  

３ 入札年月日  

４ 入 札 価 格  

記  

 

（１）入札価格積算の根拠に関する事項（別記１）  

（２）施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項（別記２）  

（３）施工実績等に関する事項（別記３）  

（４）信用状況（別記４）  

（５）その他調査において求められた事項（別記５）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記１）  

 入札価格積算の根拠に関する事項  

工事費内訳書  入札時提出済  

低価格の理由・根拠  

 

利益の有無   

 

（別記２）  

 施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項  

配置技術者  別紙配置技術者届出書のとおり  

下請・資材調達計画

の適否  

下請内容・下請予定業者・入札者との関係及び下請

代金支払方法の予定（別紙可）  

調達資材・調達予定業者・入札者との関係及び購入

代金支払方法の予定（別紙可）  

労務者の調達計画の

適否  

労務者調達の有無（別紙可）  

予定労務単価（別紙可）  

本工事の施工に必要

な主な機材調達等の

適否  

調達（手持ち）機材の有無（別紙可）  

調達（手持ち）機材の概要（別紙可）  

 

（別記３）  

 施工実績等に関する事項  

本件工事と同種工事

の施工実績  
（別紙可）  

他発注工事受注状況  （別紙可）  

現在の手持ち工事状

況  
（別紙可）  

技術者の保有状況及

び配置状況  
（別紙可）  

 

 

 



（別記４）  

 信用状況  

建設業法違反の有無   

賃金不払の有無   

下請代金の支払遅延

の有無  
 

 

（別記５）  

その他調査において求められた事項  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第８条関係）  

 

                          年  月  日  

 

 

美里町長    殿  

 

 

                 美里町   課長  

                   

 

調査報告書  

     年  月  日に入札執行した下記工事の入札価格について、調査

した結果を報告します。  

 

記  

 

１ 工 事 名  

２ 工事場所  

３ 入 札 者 所在地  

       名 称  

       代表者  

４ 調査結果 積算内容等を調査した結果、契約の内容に適合した履行が可能

と認めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１０条関係）  

                       

                       

                          年  月  日  

 

 

            様  

 

 

                 入札執行者         印  

 

 

入札結果通知書  

  年  月  日に入札した下記工事について落札の決定を保留して

おりましたが、低入札価格調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がさ

れると認められますので、貴社の落札を決定しましたので通知します。  

 

記  

 

１ 工 事 名  

 

２ 工事場所  

 

３ 落札金額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係）  

                       

                       

                          年  月  日  

 

 

            様  

 

 

                 入札執行者         印  

 

 

入札結果通知書  

  年  月  日に入札した下記工事について落札の決定を保留して

おりましたが、   を落札者とすることに決定しましたので通知します。  

 

記  

 

１ 工 事 名  

 

２ 工事場所  

 

３ 落札金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１０条関係）  

                       

                       

                          年  月  日  

 

 

            様  

 

 

                 入札執行者         印  

 

 

入札結果通知書  

  年  月  日に入札した下記工事について落札の決定を保留して

おりましたが、低入札価格調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認め、落札しないことと決定しましたので通知します。 

なお、   を落札者としましたのでお知らせします。  

 

記  

 

１ 工 事 名  

 

２ 工事場所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１１条関係） 

 

 

                           年  月  日 

 

 

 美里町長      殿 

 

 

               所在地 

               名 称 

               代表者の役職・氏名         印 

 

誓約書 

     年  月  日に入札しまして下記工事の入札価格に関して、説明

及び提出資料の内容につきましては、事実に相違ありません。 

 また、工事につきましても、当該入札価格により設計図書等に基づき、契約内

容に適合した施工することを誓約いたします。 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工事場所 


